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令和２年第１回東浦町議会定例会議案等概要 

        （予算関係議案を除く。） 

第１ 同  意 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について（同意第１号） 

   次の者を令和２年５月１日から固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地

方税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

   杉
すぎ

 山
やま

 信
のぶ

 義
よし

 （再任） 

    半田市東雲町 昭和39年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 報  告（専決処分） 

   損害賠償の額の決定及び和解について（報告第１号） 

   地方自治法第180条第１項の規定により議会において指定されている事項について、

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

道路の管理瑕疵による物損事故 

概       要 町の損害賠償額 

令和元年11月24日（日）午後７時30分頃、相手方が町道緒川50号

線を車で西から東へ走行していたところ、当該町道の舗装の亀裂に

より生じたコンクリート塊が当該車両の左前輪に跳ね上げられ、当

該コンクリート塊に乗り上げた左後輪が破損した。 

6,167円 

（過失割合70％） 
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第３ 議  案：条例（一部改正） 

 １ 東浦町税条例の一部改正について（議案第１号） 

   軽自動車税の種別割の減免の対象に、一定の条件を満たす精神障害又は知的障害を

有する者が所有し、及び運転する軽自動車等を加える。 

 

   施行日：令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 東浦町国民健康保険税条例の一部改正について（議案第２号） 

   国民健康保険税の課税額等を改める。  

   施行日：令和２年４月１日 

 

 

 （１）課税額の変更 

区分 改正前 改正後 改正前後の差 

基礎課税額 

所得割 5.1％ 5.43％ 0.33％ 

均等割 26,700円 27,600円 900円 

平等割 27,900円 26,600円 △1,900円 

後期高齢者支援金

等課税額 

所得割 ２％ ２％ ０％ 

均等割 3,900円 5,800円 1,900円 

平等割 9,300円 8,800円 △500円 

介護納付金課税額 

所得割 1.25％ 1.37％ 0.12％ 

均等割 7,900円 8,600円 700円 

平等割 6,000円 6,000円 ０円 

 

 （２）基礎課税額の課税限度額を引き上げる。 

   （現 行）58万円 

   （改正後）61万円 
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 ３ 東浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について（議案第３号） 

   家庭から排出される可燃ごみの排出用として町が指定する袋に、容量が10リットル

のものを加える。 

   施行日：規則で定める日 

 

   処分等の手数料の額：１個につき10円 

 

 

 

 

 

 

 ４ 東浦町営住宅条例の一部改正について（議案第４号） 

   町営住宅の入居に係る連帯保証人の要件を緩和する等 

   施行日：令和２年４月１日等 

 

   改正前：町内に居住する者 

 

   改正後：ア 町内に居住する者 

       イ 入居決定者の３親等内の親族であって県内に居住するもの 

       ウ 家賃債務保証業者 

 

 

 

 

 

 

 ５ 東浦町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について（議案第

５号） 

   地方自治法の一部改正（公布：平成29年６月９日 施行：令和２年４月１日等）に

伴い、所要の規定を整理する。 

   施行日：令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

 



4 

第４ 議  案：町道路線 

   町道路線の認定について（議案第 16号） 

   次のとおり町道路線を認定する。 

整理番号 路 線 名  
起   点   ( 地 先 ) 

重要な経過地 
終   点   ( 地 先 ) 

５１８３ 生路 183号線 
東浦町大字生路字梨ノ木 22番１ 

 
東浦町大字生路字梨ノ木 29番９ 

６２３４ 藤江 234号線 
東浦町大字藤江字須賀 24番 11 

 
東浦町大字藤江字須賀 24番９ 

 

 

 

 

 

 

 


